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令和８年設楽町規則第１１号 

 

設楽町国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 

設楽町国民健康保険条例施行規則(平成17年設楽町規則第82号)の一部を次のよ

うに改正する。 

目次中「第３章 保険給付(第10条―第23条)」を「第３章 保険給付(第10条―

第24条)」に改める。 

第23条を第24条とし、第22条を第23条とし、第21条の次に次の１条を加える。 

(国民健康保険料の減免) 

第２２条 条例第38条第１項第１号の規定により国民健康保険料を減免する場合

における当該国民健康保険料の減免の額は、次の表の左欄に掲げる減免の理由の

区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額とする。 

減免の理由 減免の額 

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の

規定による保護又はこれに準ずる扶助を

受けた場合 

当該保護等を受けている期間に到来する

納期限に係る納付額の全額 

2 震災、風水害、落雷、火災その他これ

らに類する災害(以下「災害」という。)

により納付義務者(被保険者を含む。以下

この表において同じ。)が所有する住宅又

は家財について生じた損害金額(保険金、

損害補償金等により補填されるべき金額

を除く。)がその住宅又は家財の価格の10

災害の日の属する年度において、当該災害

の日以後に到来する納期限に係る納付額

について、別表に掲げる区分に従い、それ

ぞれ該当欄に掲げる減免の割合を当該納

付額に乗じて得た額に相当する額 



分の3以上であって、地方税法(昭和25年法

律第226号)第703条の5に規定する総所得

金額及び山林所得金額の合算額(以下「総

所得金額等」という。)が1,000万円以下の

場合 

3 納付義務者が災害により死亡又は障害

者(地方税法第292条第1項第9号に規定す

る障害者をいう。)となったため当該世帯

の生活が著しく困難と認められる場合 

死亡した場合 

死亡後に到来する納期限に係る納付額の

全額 

障害者となった場合 

当該障害者となった日以後に到来する当

該年度の納期限に係る納付額の2分の1に

相当する額 

4 納付義務者が6月

以上の長期療養とな

り、当該世帯の当該

年における総所得金

額等の見込額が前年

中の総所得金額等の

2分の1以下に減少す

ると認められ、貧困

のため資力が喪失し

たと認められる場合 

前年中の総所得金額

等が100万円以下の

場合 

当該理由の発生した

日から消滅した日ま

での間に到来する納

期限に係る納付額 

所得割額の2分の1に

相当する額 

前年中の総所得金額

等が100万円を超え

300万円以下の場合 

所得割額の3分の1に

相当する額 

5 納付義務者の前

年中の総所得金額等

前年中の総所得金額

等が100万円以下の

所得割額の全額 



が200万円以下の場

合で、失業(退職を含

む。)、休業、廃業等

の理由により当該世

帯の当該年における

総所得金額等の見込

額が、前年中の総所

得金額等の2分の1以

下に減少すると認め

られ、当該世帯の生

活が著しく困難と認

められる場合 

場合 

前年中の総所得金額

等が100万円を超え

200万円以下の場合 

所得割額の2分の1に相当する額 

6 国民健康保険法(昭和33年法律第192

号)第59条各号のいずれかに該当する場合 

当該被保険者に係る該当する期間に相当

する額 

7 前各号のほか、特別な理由がある場合 必要と認める額 

２ 同一人が同時に前項の表各号の２以上に該当する場合においては、当該各号の

うち減免額の最も大きい規定を適用する。 

３ 町長は、条例第38条第１項の規定により国民健康保険税の減免を受けた者にそ

の減免の申請に偽りその他不当な行為があったときは、直ちに減免を取り消すも

のとする。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第22条関係） 

 減免割合 

総所得金額等 損害が10分の3以上10分の 損害が10分の5以上のとき 



5未満のとき 

500万円以下であるとき 2分の1 全部 

750万円以下であるとき 4分の1 2分の1 

750万円を超えるとき 8分の1 4分の1 

 



様式第21（第22条関係）を次のように改める。 

 

 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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設楽町国民健康保険条例施行規則（平成17年設楽町規則第82号）新旧対照表 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章 総則（第１条） 第１章 総則（第１条） 

第２章 被保険者（第２条―第９条） 第２章 被保険者（第２条―第９条） 

第３章 保険給付（第10条―第２４条） 第３章 保険給付（第10条―第２３条） 

附則 附則 

（国民健康保険料の減免）  

第22条 条例第38条第１項第１号の規定により国民

健康保険料を減免する場合における当該国民健康

保険料の減免の額は、次の表の左欄に掲げる減免

の理由の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる

額とする。 

 

減免の理由 減免の額 

1 生活保護法（昭和25年

法律第144号）の規定によ

る保護又はこれに準ずる

扶助を受けた場合 

当該保護等を受けている

期間に到来する納期限に

係る納付額の全額 

2 震災、風水害、落雷、

火災その他これらに類す

る災害（以下「災害」とい

う。）により納付義務者（被

保険者を含む。以下この表

において同じ。）が所有す

る住宅又は家財について

生じた損害金額（保険金、

損害補償金等により補填

されるべき金額を除く。）

がその住宅又は家財の価

格の10分の3以上であっ

て、地方税法（昭和25年法

律第226号）第703条の5に

規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額（以

下「総所得金額等」とい

う。）が1,000万円以下の

災害の日の属する年度に

おいて、当該災害の日以後

に到来する納期限に係る

納付額について、別表に掲

げる区分に従い、それぞれ

該当欄に掲げる減免の割

合を当該納付額に乗じて

得た額に相当する額 
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場合 

3 納付義務者が災害によ

り死亡又は障害者（地方税

法第292条第1項第9号に

規定する障害者をいう。）

となったため当該世帯の

生活が著しく困難と認め

られる場合 

死亡した場合 

死亡後に到来する納期限

に係る納付額の全額 

障害者となった場合 

当該障害者となった日以

後に到来する当該年度の

納期限に係る納付額の2分

の1に相当する額 

4 納付義務

者が6月以上

の長期療養

となり、当該

世帯の当該

年における

総所得金額

等の見込額

が前年中の

総所得金額

等の2分の1

以下に減少

すると認め

られ、貧困の

ため資力が

喪失したと

認められる

場合 

前年中の総

所得金額等

が100万円以

下の場合 

当該理由の

発生した日

から消滅し

た日までの

間に到来す

る納期限に

係る納付額 

所得割額の2

分の1に相当

する額 

前年中の総

所得金額等

が100万円を

超え300万円

以下の場合 

所得割額の3

分の1に相当

する額 

5 納付義務

者の前年中

の総所得金

額等が200万

円以下の場

合で、失業

（退職を含

む。）、休業、

廃業等の理

由により当

該世帯の当

前年中の総

所得金額等

が100万円以

下の場合 

所得割額の全額 

前年中の総

所得金額等

が100万円を

超え200万円

以下の場合 

所得割額の2分の1に相当

する額 
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該年におけ

る総所得金

額等の見込

額が、前年中

の総所得金

額等の2分の

1以下に減少

すると認め

られ、当該世

帯の生活が

著しく困難

と認められ

る場合 

6 国民健康保険法（昭和3

3年法律第192号）第59条

各号のいずれかに該当す

る場合 

当該被保険者に係る該当

する期間に相当する額 

7 前各号のほか、特別な

理由がある場合 

必要と認める額 

 

２ 同一人が同時に前項の表各号の２以上に該当す

る場合においては、当該各号のうち減免額の最も

大きい規定を適用する。 

 

３ 町長は、条例第38条第１項の規定により国民健

康保険税の減免を受けた者にその減免の申請に偽

りその他不当な行為があったときは、直ちに減免

を取り消すものとする。 

 

（保険料の減免の申請） （保険料の減免の申請） 

第23条 （略） 第22条 （略） 

（保険料の減免の消滅申告） （保険料の減免の消滅申告） 

第24条 （略） 第23条 （略） 

別表（第22条関係）  

 減免割合 

総所得金額等 損害が10分の3

以上10分の5未

満のとき 

損害が10分の5

以上のとき 

500万円以下であ

るとき 

2分の1 全部 
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750万円以下であ

るとき 

4分の1 2分の1 

750万円を超える

とき 

8分の1 4分の1 

 

様式第21（第22条関係） 様式第21（第22条関係） 

  

 


